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第1102回 高知市教育委員会 11月臨時会 議事録 

 

 

１ 平成24年11月15日（木） 午前9時00分～午前11時15分 （たかじょう庁舎５階北会議室） 

 

２ 議事内容 

 

開会 午前９時00分 

 

門田委員長 

ただいまから，第1102回高知市教育委員会11月臨時会を開会いたします。 

始めに，議事録署名委員の指名を行います。署名委員は西森委員さんお願いします。 

本日の議案は１件です。 

市教委第34号「高知市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価について」を議題と

します。 

９月の定例会では，事務局で行った１次評価について協議しました。その協議結果を踏まえての内

容と１次評価に対する点検評価委員２名の意見の入った報告書の素案をご一読いただいていると思

います。本日は事務局から説明後，内容に関して皆さんからご意見をいただくこととし，次回11月

28日定例会において，今回皆さんからいただいたご意見を踏まえて，議会に提出する最終的な事務

点検・評価報告書を取りまとめることといたします。 

始めに，事務局から説明をお願いします。 

教育政策課長 

教育政策課長の秋沢でございます。 

９月の定例会におきまして，平成24年度の教育委員会の事務点検・評価の事務局の１次評価につ

いて説明いたしました。その折に委員の皆様からいただきましたご意見を踏まえ，整えました報告書

の素案を提出しております。本日は，この素案に対してご審議いただくわけでございますが，対象年

度につきましては，次年度の施策に反映させるため当該年度としております。その点ご留意の上ご意

見いただきたいと思います。また，点検・評価の方法でございますが，各事業の達成度，ＡＡ，Ａ，

Ｂ，Ｃ，Ｄの５段階で評価することとし，各事業の方向性を，a，b，cの３段階で評価いたします。

その事業ごとの評価結果を基に，改めて点検・評価，対象事務の取組全体を評価し，翌年度の見直し

へ繋げることにしております。 

なお，この素案の29ページ以降に，外部の点検・評価委員の高知大学教育学部柳林信彦准教授と

高知県教育委員会事務局中部教育事務所元企画監の大黒由美先生のお二人からいただきました意見

を掲載しております。その点検・評価委員からのご意見等も参考にしていただければと存じます。 

それでは，各所課より説明させていただき，事業ごとにご指示いただきますようお願いいたします。

今後は，いただきましたご意見に基づきまして，２回目の審議を11月の定例会，11月28日に行い

まして，報告の完成とさせていただきたいと思いますので，率直なご意見等をいただきますようお願

いします。 

なお，本日の審議は，都合によりまして，報告書素案の順番とは異なりまして，放課後子ども教室

運営の充実，学力向上対策，小中連携教育の推進，教職員研修体系の再構築の順番でお願いいたしま

す。それでは担当各課から説明させていただきます。 

青少年課長補佐 

 青少年課長補佐の西本でございます。 

 放課後子どもプランの推進について，点検・評価委員さんからいただいた意見，提言への対応をご

説明いたします。 
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 お二人の委員からは，当課から出しております放課後子ども教室運営事業，小学校放課後学習室運

営事業，放課後児童健全育成事業についてご意見をいただきました。３つの事業について，それぞれ

一定の評価をいただいたうえで，より効果的な事業推進のための提言をいただいております。これを

今後の事業展開に活かしてまいりたいと考えております。 

 まず，放課後子ども教室運営事業について，でございます。委員からは，「保護者のニーズに対応

し，効果的に事業を推進していくためには，地域住民のみならず，学生ボランティア，シニアネット

ワーク等の人材活用も視野に入れるべき」という意見をいただいております。また，放課後子ども教

室が，「保護者の就労支援策として求められつつも，本来，教育的側面の強い事業であるので，慎重

に関係を整理していく必要がある。」という意見をいただきました。 

確かにこの事業は，平成14年に子どもの居場所づくり事業として開始した当初は，事業の趣旨に

沿った運営内容であったと思われますが，その後，ボランティアの交代や社会情勢により変容してき

たことを気付かされました。ともすれば参加児童の教育的側面というよりも，児童クラブ化という意

味合いの，保護者の立場に立った取組になっているのではないかという提言をいただいております。

もちろん，これも必要ではあると考えております。と言いますのは，本市は児童クラブがない周辺の

小規模校でこの教室運営事業を実施しておりますので，児童クラブの役目を補完するという意味合い

もどうしてもございますが，本来の事業目的に沿った取組も組み入れていただくように周知するよう

努めてまいります。 

次に，小学校放課後学習室運営事業でございます。こちらは，「効果的な運営のためには，学校全

体との連携が必須である。先進校の実践を広める工夫をしていくこと。」というご意見をいただきま

した。そして，「本市の子どもを取り巻く状況から，学習習慣の定着は急務ではあるが，「学校化」に

は慎重である必要がある。」という意見をいただいております。本事業は，前述の放課後子ども教室

の学習版でございます。国の同じ補助金を利用しておりますが，こちらは，小学校４～６年生の学習

に特化した取組となっております。３年目になって，先進校といいますか，当初より継続してきた学

校では，それなりのノウハウを蓄積しておりまして，後で始めた学校は，そうした先進校から情報を

いただいて運営に活かしております。実際，学習アドバイザーが，数校で兼務しているような状況も

生まれておりまして，学校間での情報交換は盛んであると思います。 

ただ委員からいただいたご意見により，「学校化」には慎重であるべきということに気付かされま

した。この事業は，学校とは異なった雰囲気の中で，学習への意欲を高めるという目的がございます

が，ともすれば，やはり早期に結果を求めがちな姿勢が，「学校化」，補習みたいなことになってはい

ないか，ということに気付いたところでございます。このことにつきましても，委託している運営委

員会への周知をしていきたいと考えております。 

なお，25年度の開設希望調査を行いましたところ27校から希望がございました。 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）でございます。こちらにつきましては，委員から具

体的な提言というのはございませんでしたが，実ははっきりした課題がございますので，その内容の

説明をし，それに対する取組もお話しいたしましたので，改めての提言はなかったのではないかと思

っております。この事業の課題につきましては，その改善策については，しっかり取り組んでいきた

いと考えております。 

その課題でございますが，現在17時までとなっている通常開設時間を延長するということへの取

組と，ハード面では，待機児童の解消のためには，施設が狭いと子どもは入れませんので，施設の狭

隘さを解消することの２点がございます。それに対して，第四小学校と今の新堀小学校，新しいはり

まや橋小でございますが，この２つにおいて，児童クラブ棟の新築を行っておりますし，25年度も

２か所での新築を予定し，予算要求に臨む予定になっております。また，時間延長につきましては，

来年度から通常開設日において18時まで延長することに向けて，実施がほぼできる見込みとなり，

細部を詰めるべく，各方面と調整を進めております。 

青少年課の説明は，以上でございます。 
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門田委員長 

 ありがとうございました。 

それでは，この件に関して，質疑をしてまいりたいと思います。 

西森委員 

 きわめて形式的なことと中身に関わることに多分またがってきます。 

まず，前文の書き方でいうと，厚生労働省の事業が，放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ），

これが①ですよね。次が，文部科学省事業が放課後子ども教室推進事業（放課後子ども教室），これ

が②ですよね。その後，この放課後子ども教室の活用ということで放課後学習室，これが②´です。

で，順番の指摘なのですが，そこから後，本文の「目標」や「目標設定の理由」の部分になると，順

番が②，②´，①と書かれています。まずは，順番をそろえたほうが読みやすいかなという極めて形

式的な話と，やはり教育委員会ですので，趣旨としたら文科省の所管事業が先に来るという後者の，

「目標」に書かれているような形が自然かなと少し思いました。ただでさえ名称が似ていて，概念が

混乱しがちなところに，順番が違うとさらに混乱するので，いかがかなと思ったのが一つです。 

 そういうことで①，②，②´とか勝手に名前を付けましたが，この「目標」の書き順としても，ま

ず文部科学省の所管事業から優先的に書いていくという書き方で整理されているのか，いや文部科学

省，厚生労働省関係なく，高知市としての優先項目ということで，この書き順が，取りも直さず優先

順位であるということなら，順番が違う理由も当然出てこようかと思います。その辺りのスタンスを

どういう整理されているのかなというのが２点目です。 

また，「取組を進めるにあたっての新たな課題等」には，放課後子ども教室と放課後学習室につい

て書かれているのに，次の「改善策の検討」になると，放課後子ども教室についての記載がないとい

うところが，指摘したいところです。これについてはなぜなのかということをお聞きしたいです。  

 あと，課題としては補助金の減額，要するに資金面での問題があると記載されていて，それに対す

る対応としては，「県に対し事業継続の必要性を働きかける。」ということで，県等に補助金等をくだ

さいということになろうかと思うんです。確かに直接的にはそうなのだと思いますが，減額されるこ

とも想定して，別の形で対応するという対策がないと，補助金等を要望したがおりてこなかった，だ

けでは，そこで手が尽きてしまうと思うので，もう一つお書きになる必要があると思います。 

 それと，放課後児童クラブの通常開設時間について，現在17時までを延長する要望があると書か

れています。これに対しての回答が，「開設時間を変更しても，運営内容の質を落とさないような仕

組みを構築する。」という書きぶりになっています。ここは端的に言って，17時までであるのを伸ば

すのか伸ばさないのかというところ，つまり，この書き方だと伸ばしはしないが，いずれ伸ばす時に

備えて，今から仕組みを作っておき，しかるべき時期に伸ばす趣旨なのかと思ったりします。そうで

はなくて，「伸ばすんです。伸ばす前提で，中身を良くするんです。」ということなのか，そこの端的

な回答が一つ欲しいのかなと思います。これは，市の母親たちにとって非常に重大な関心事ですので，

お答えがいただけたらと思いました。 

 もう一つ，順番は前後しますが，対象事務の現状，課題等の中に「放課後学習室については，本市

の学力問題等の深刻さから，学校保護者からの期待が大きい。」と書いてありますが，本市の学力問

題等の深刻さという記載は，ここの認識はこれでよろしいですか。私は，確かに深刻で，決して楽観

視しても，手を抜いてもいけないけれども，非常に良いように進んでいて，深刻という段階は脱して

いるじゃないか，と実は思っていましたが，それは私の認識が違って，むしろ市の親御さんにはこれ

が正しい適切な表現なんだということでしょうか。これについては，いかがなものなのか教えていた

だきたいです。 

青少年課長補佐 

 確かに，３つ似たような名前の事業でただでさえ混乱しがちなところに，順番が場面，場面で違っ

ているということで，さらに混乱させてしまいました。 

 基本的には，本文部分では，文部科学省の方を優先した子ども教室，学習室という順番で書いてご
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ざいますが，ただ，前文の部分は，児童クラブの方に事業規模としてボリュームがありましたので，

このように記載しましたが，見直してみます。ただそうなると，実は歴史的にも児童クラブが先んじ

ていますので，少し書きにくい部分が出てくるかもしれませんが，ここは順番をまず文部科学省とい

う並びで書きなおしてみます。 

西森委員 

 もちろん，無理のないようにしていただいたらと思います。これにはやはり，流れがあると思いま

すので，指摘はしてみましたけど，もしこの書きぶりが自然ということだったら，検討していただく

だけで充分です。 

青少年課長補佐 

 検討いたします。それから本文につきましても，抜けてる項目はないか，順番はどうかという見直

もいたします。それと，「本市の学力問題等の深刻さ」との書きぶりにつきましては，学校教育課と

調整するようにいたします。 

 児童クラブの課題に対する改善策として，17時まで伸ばすのかどうかが明白に書かれていないと

のご指摘につきましては，これをまとめた時点は，実は，延長しますと言い切りにくい時期でござい

ました。ただし，今では４月までに延長することが大体固まっておりますので，ここはそのように変

更します。延長ありきというような書き方に直したいと思います。 

門田委員長 

 補助金の減額の件については，どうでしょうか。 

青少年課長補佐 

 補助金につきましては，放課後学習室事業には，国補助をベースとしながらも県補助も入っており

まして，そのうちの国補助は続きます。ただ，県補助がだんだん縮小して，引き上げるという情報が

入っておりますので，教育長等を通じまして，県への働きかけをするなどということも，お願いをし

たいと思っております。ただ県補助がなくなってしまった際に，この事業をどうするかということは，

教育委員会の中で協議する必要があると考えております。 

松原教育長 

 放課後学習室への点検・評価委員の意見・提言に「「学校化」することに慎重である必要がある。」

と書かれてある問題ですが，自分の認識では小学校放課後学習室の運営事業は，まさに「学校化」で

はないかと思っていました。ほかの事業とは少し違っていて，簡単に言えば，第２の学校みたいな感

じでしょうか。「学校化」には慎重である必要があるということに対してもうちょっと説明をいただ

きたいです。もちろん，点評・評価委員の意見で書かれている文言だから難しい問題もあるかもしれ

ないが，どうなんでしょうか。 

青少年課長補佐 

 事業の趣旨としては，放課後の学校のようなものではない，勉強させるというより学習への意欲を

高めるという事業の趣旨でございますので，ここでいう「学校化」というのは，放課後にも授業をす

るような，そのようなことかと考えております。 

松原教育長 

 だけど，実際は，例えばプリントやったり，宿題やったりするような，個々の児童のニーズに応じ

て，学習の支援をしているでしょう。他の事業には，遊びを取り入れるとかいうものはあるけれども，

この事業そのものは，第２の学校みたいな，そういう色彩が非常に強いじゃないかという感じがする

が，自分の認識が間違っているのかなと思ったりもしますが。 

門田委員長 

 それが強くなり過ぎると，ちょっと駄目なんじゃないかというご指摘ではないでしょうか。 

松原教育長 

 いや，強くなり過ぎた方がいいのではないかという感じがしているのですが。 
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門田委員長 

 ５時間，６時間と学校でぴしっと授業を受けてきた子供が，まずは，ほっとして放課後のその場所

に行って，とりあえずはリラックスしたうえで，やるべきことに，自分から意欲を出して，向かって

いくということではないでしょうか。 

松原教育長 

 県としては，この事業は学力向上対策として，大きく進めたいという意向のもと実施しているんで

すよね。 

門田委員長 

 子どもが宿題をしていて分からないという時に，そこにおいでる先生にちょっと見てね，というよ

うな関係ではないのですか。だから，そこにいる指導される方が，いつも先生然として待ち構えてい

て，子どもを迎えてというのは，それが過ぎたらだめということではないでしょうか。私はこれを子

どもの立場から，賛成なんですけど。 

松原教育長 

 そこら辺りどう感じるか，どうやるかなんですが。 

青少年課長補佐 

 三里小学校での様子を撮った写真を資料として添付しておりますが，これを見るかぎりでは「学校

化」ではありません。やっていることは勉強であるかもしれないが，子どもたちが非常にリラックス

した雰囲気ですし，ムードは「学校化」してないと思います。 

 やはり，学力向上が目的でございますので，どうしてもやることは，ドリルであったり，宿題であ

ったりですが，雰囲気というものは非常に大事だと思うので，この写真を見る限りは「学校化」して

いないというように思います。やっている内容は勉強だけれども，一方的に授業として受けるわけで

はないということではないでしょうか。 

西山委員 

 整理したほうががいいのではないでしょうか。「学校化」とは一体どういうものなのか，学校とは

どうなのかというところを整理しないといけないのではないでしょうか。加力指導の一環として強力

に推し進めるものなのかどうなのかという点で，私が受けた印象としては，加力指導のすごく強力に

推進するものが，この放課後学習室である，という捉えかたをすると問題じゃないかと受け取りまし

た。その「学校化」が望ましくないという文言の意味としてですね。だから，その「学校化」という

ところの定義と，実際にその中で行われていることの内容を整理されたらいかがかなと思いました。  

これは加力指導ですか。 

門田委員長 

 加力指導です。 

西山委員 

 わかりました。 

松原教育長 

 要するに，学習室，つまり勉強というものを，「学校化」という表現で言うのなら，私は「学校化」

でいいのではないかなと思う。ここは勉強するところなんですよ。それで，もう一つの事業は，遊び

なんですよね。それは学校というよりも，遊びというものを中心に構成しているので，それと比べた

時には，こっちの場合は，「学校化」に近い事業だと思うのです。 中学校の学習室の場合はどうな

っているのですか。 

青少年課長補佐 

 中学校は，まさに勉強です。 

松原教育委員長 

 勉強ですよね。それなのに「学校化」がだめだという評価委員の意見が，少し合点がいかんのです。 
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門田委員長 

 「学校化」しているというと，すごく固くて，カチッとしてなくてはいけなくて，勉強が分からな

い子どもが「分から～ん。」なんてなかなか言えないような雰囲気の場所になりそうな感じではない

でしょうか。もちろん，学校がそうであってはいけないのですけど。なんというか先生のような指導

者がいて，その指導者の下で指導監督されている状況よりは，もうちょっとリラックスした雰囲気で

勉強させた方がいいのではないかということではないでしょうか。 

松原教育長 

 そこを言っているのでしょうか。 

門田委員長 

 「学校化」と聞くと，少し驚きますよね。「学校化」してはあまりよくないなと思います。 

西森委員 

 私は，「学校化」という言葉は，正直初めて聞きました。しかもここで使われている言い方って，

「学校化」という言葉をきわめて否定的のものとして捉えてますでしょう。少なくてもこの場面にお

いては。先ほど，西山委員さんがおっしゃったように，学校とはなんだという根源的なこと聞かれた

時に，学校が悪いものであるわけはないですよね。ただ，そこにメリット，デメリットがあるから，

学校のデメリット部分をここでは排除し，むしろ別のメリットを出していこうという趣旨なんだろう

というように，言葉だけの遊びとしたら定義できると思うが，そこで排除すべき学校のデメリットと

は何かということを，噛み砕いていただかないと，なんだか腑に落ちません。 

西山委員 

 学校では，よく言われるのは，知育，徳育，体育ということを学ぶということで，その中で知識偏

重型に偏るのは問題だという言い方だと理解できますよね。この学習習慣の定着は急務であるが，知

識偏重型の運営に偏ると具合が悪い，という言い方をしていただけると理解できるけど，「学校化」

と言われると，よく分からなくなってくるのが私の印象です。 

門田委員長 

 学校は決められた時間があって，その時間には遅れないように行って，チャイムが鳴ったら席に着

かなければいけない。その決められた時間内は，先生の指導の下で集中して学ばないといけない。気

が向かないといって，席を立つことは許されないという厳格なものはありますよね。 

 これから勉強しよう向かう時の気持ちが，上からこうしなければいけないと言われたものではなく

て，自分から行って，ホッとしつつやるべきことをやっていく場所と捉えてるもので，ここでいう「学

校化」には慎重にとの言葉は，ここではあまり使ってもらいたくないとは思いますね。 

松原教育長 

 「学校化」は否定されるものだ，という雰囲気がうんと強くなっているように思えますね。 

西森委員 

 とりあえず，学校と言ったら集団を前提としていて，そうしたら当然秩序も必要でしょうし，その

中で評価というものがどうしても加わってきますよね。役割ですとか。その評価，役割といった枠を

いったん外すという意味なのかという理解を，私はしたんです。そういう意味では，知育，徳育，体

育といったいわゆる学びの場が学校であるという広い意味での学校であれば，それこそ教育長が言わ

れたように，ここは「学校化」してなんで悪いことにとなろうかと思うんです。 

松原教育長 

 放課後子ども教室と放課後学習室運営事業との明確な違いとは，何になりますか。 

青少年課長補佐 

 国の補助事業は，同じものを使っておりますので，事業の目的とすれば国のレベルで言えば同じで

ございます。ただ，それを高知市の目的に合わせて使い分けているというところで，無理が出ており

ます。学習室の事業の始まりは，県から小学校の４～６年生を対象に学習に特化したことに取り組む

ようにということでしたので，国の補助事業の目的は分かりつつも，高知市に必要な部分を特に取り



 7 

組んでいることになります。高知市では，この２つの事業をどのように使い分けているかと申します

と，子ども教室の方は，やはり放課後の安全，安心な居場所ということで，緩やかな地域の方等の見

守りの中で自由に過ごしております。その中には，宿題をやる時間があってもいいし，実際そういう

時間を取っているところもございますし，運動場や，体育館で遊ぶことで終始しているところもござ

います。それはそれぞれ委託している各実行委員会等にお任せしております。学習室の方は，主に学

習でございまして，委託運営団体にはそのようにお話しております。学習アドバイザーさんを入れて，

学習をしてもらっております。ただ，実際には，子どもは１時間半なりの集中力が続かないという場

合もありまして，少数ですが，学習室によっては，宿題を済ませたらちょっと外で遊ぶような時間帯

を設けていることも聞いております。 

門田委員長 

 子ども教室は，やや児童クラブに近い雰囲気ですか。 

依岡教育次長 

 児童クラブには，指導員さんがおり，開設の条件が決まっております。留守家庭対策，家に帰って

も大人の目が届きにくい，そういう家庭の１～３年生を対象として，いわば共稼ぎ対策といいますか，

そういう趣旨で開設されたのが児童クラブでございます。 

 そういう固い条件でなく，学年にももう少し幅を持たせて，場所があれば，それに準じたような格

好で開設しても構いませんよというのが，放課後子ども教室でございます。 

 それから，放課後学習室というのは，帰っても大人の目が届きにくい，子どもだけでは勉強しにく

いとか，または学校の授業だけでは十分に理解で規定かない場合に，授業が終わった後の時間帯で勉

強する場面を作りましょうというのが学習室でございます。 

 「学校化」というところで，捉え方が広くなっていますので，そこに解釈がでてきていると思いま

す。学習の場面をいろいろと設定する一つの選択肢として，放課後に勉強する場面を作りました，と

いう押さえ方でいいのではないでしょうか。運営の仕方は，学校によっては，学年を指定した中で開

設している場合もあれば，希望制にしていて，この子にはちょっと声を掛けて学習を保障してやろう

とかいう運営の仕方等いろいろではないでしょうか。ですから，宿題を含めて，少しでも定着を図る

ということに主眼を置いたのが学習室ではないかと思います。 

松原教育長 

 「「学校化」というのには慎重である必要がある」という言葉を変えたらどうですか。我々の感覚

として，非常に学校に近いことをやっているのは間違いないですよね。 

山本委員 

 この「成果」の中に，「児童同士が教え合うようになって，学習に対する意欲が向上した。」とか，

書かれていますが，やはり自由に参加して，子どもたちが自発的に学習に向かえる時間帯という意味

で，この放課後学習室が存在するならば，この「学校化」という意味は，半強制的というか，必然的

に皆さん参加しなければならないよ，ということにならないようにという意味に解釈したら，「学校

化」というのも頷ずけるのかなというところもありますが。 

門田委員長 

傾向としては，児童クラブで３年生まで過ごした子供が，ほぼそのまま４年生からこっちに行くと

いうことでもないですか。 

青少年課長補佐 

 そうでもないです。 

ただ，県の考えとしては，１～３年生までは児童クラブで宿題をやらせる時間があるので，そこで

学習習慣の定着が一定図られていると，その後の４年生～６年生を対象にというところです。ですの

で，この学習室は，児童クラブをやっている学校の４～６年生を対象にしております。大きな流れと

しては，児童クラブで学習習慣を定着させたのに，４～６年生で何も手立てがなくならないようにと

いう目的ではないでしょうか。 
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松原教育長 

 放課後学習室は，県としては，学力対策としてやっている事業で，その対策として手を挙げて補助

金をもらっているんですよね。 

青少年課長補佐 

 そうです。県の補助金は，最近ではもう少し緩やかな，学ぶ意欲を高めるため，学習習慣の定着を

図るような場の拡充や質を上げるためと言い方をしていますが，元々は学力向上対策として始まりま

した。 

西山委員 

 小学校放課後学習室の事業目的には，子どもたちが，地域社会の中で，心豊かに育まれる環境づく

りを推進するということが書かれていて，加力指導に近いニュアンスのことは，この目的の中には書

かれていないですよね。だから放課後子ども教室と同様の事業目的が掲げられていることからすると，

ここの小学校放課後学習室の事業目的を変えないといけないような気がいたします。 

 どちらかというと，学びの習慣を定着させるとかいうようなところに，ウエイトを掛けた目的とい

うことで表現しないと，「学校化」が望ましくないという議論になりますね。その「学校化」が望ま

しくないことについて触れられている対応として，「早期に結果を求めがちな姿勢を改める必要を感

じた。」というところが，それこそが指摘された事柄ではないかと思います。だから，「学校化」が問

題というよりも，その運用のあり方に課題がある。つまり，早期に結果を求めがちな姿勢にあるとい

うように僕は読み取りました。 

 それと事業目的が，今議論している内容とはちょっと異なっていますね。 

青少年課長補佐 

 ご指摘の事業の目的でございますが，これは国の補助要綱の目的でございます。子ども教室と同じ

国の補助金を使っておりますので，目的に同じく国の要綱の目的を載せました。確かに，高知市の目

的は，その下の事業の概要にありますように，放課後の学びの場の提供ということを記載しておりま

す。高知市では独自に，そういう部分を国の補助要綱から抜き出した取組をしておりますが，やはり

国の補助金を使っているからには，大きく逸脱してはいけないということもございまして，子ども教

室と同じ事業目的にはなりましたが掲載いたしました。 

西山委員 

 テクニカルなことだと思うが，文部科学省○○補助要綱の目的に準じという言い方をすると，その

目的や国の方針から逸脱することはないと思う。○○補助要綱の目的を踏まえたうえで，以下のこと

を実施するということを明確にしないと，現場は混乱すると思います。だから，枠組みを示すにも関

わらず，実際に重点的に実施するのはこのような形だ，と言われると混乱しませんでしょうか。 

松原教育長 

 そうですね。記載されている目的であれば，確かに「学校化」というのが否定されないといけない

という感じがする。点検・評価委員の言われるとおりだと思います。ただ実際には，県から指導され

ているのは，放課後の学習，学びの場の提供です。なので，我々としても放課後の学びの場の提供と

思っている。 

門田委員長  

 この目的の中に，放課後の子どもたちの学習の，学びの場であるというのをプラスして入れるとお

かしいですか。 

青少年課長補佐 

 現状で記載しております目的にも，「子ども達と勉強やスポーツ・文化活動，交流活動等の取組を

実施することにより」と入っておりますので，特に高知市としてはこの特定の部分を重視していると

いうことは，構わないのではないでしょうか。ただ，事業対象が小学校４～６年生でございますので，

県の方針が若干変わってまいりまして，国の目的から大きく逸脱しないようにとの話もでております。 

しかしながら，「点検・評価委員の意見・提言への対応」部分に記載されている「学校化」に関す
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る書き方については慎重に検討をいたします。ただ，先ほどのお話にも出ました「早期に結果を求め

がちな姿勢は改める」の部分は，残したほうが良いかとも思います。 

西山委員 

 一人ひとりの子どもさんの理解，習熟度の把握はものすごく大事だと思います。けれどＡさんは

50％の把握度，Ｂさんは40％であるという時に，次の日までに同じように90％まで引っ張りあげる

なんてことをやると具合が悪いと思います。しかし，それぞれに対してどういう形で次のステップを

踏ますかということは，すごく大事だろうと思います。この「早期に結果を求めがちな姿勢」という

のは，Ａさんも，Ｂさんもとにかく全員が 80％まで行きましょうというような持って行き方をする

と，早期に結果を求めるということになるのではないかと思います。 

松原教育長 

 画一的な結果を求めるということですね。 

西山委員 

 だから学校という文言の使い方のよくない側面は，画一的に，あるいは機械的に事を進めるようと

いうことは，留意すべきであるということだと思います。 

青少年課長補佐 

 承知いたしました。いただいた意見を参考に，再検討いたします。ありがとうございました。 

門田委員長 

 放課後学習室は，学びが主になるであろう，特に４～６年の大変大事な中学校に向かう時期ですの

で，そこに来ていただく指導者の確保は，ずいぶん難しいように感じます。元先生でバリバリ教えて

いた先生方ばかりになると窮屈な学習室になろうし，教えることにあまり慣れていない方では，子ど

もの扱いが難しいだろと，そういうところが難しくなってくるだろうと思うが，今のところはうまく

いっているということでよろしいですね。 

青少年課長補佐 

 初年度は，学習アドバイザーの方を，どこで，どう見つけるかということに，学校の教頭先生，校

長先生が随分ご苦労されているとお聞きしました。やはり退職教員の方など核になる方が一人でもい

てくだされば，あとは保護者の方や，学生さんが入っても，締まったものになっているように感じて

おります。今では，人材について苦労があるとはあまり聞いておりません。 

松原教育長 

 そのあたりが，点検・評価委員からいただいた「改善点等の提言」に出てくる「近隣大学の学生ボ

ランティア，シニアネットワーク等との連携や人材の活用も視野に入れていく必要があるだろう。」

という意見になるわけですね。 

西森委員 

 いままでお聞きして，放課後学習室の位置付けは，本当にいろいろ定義もイメージもあるというこ

とが分かってくると，「課題等」の内容についても，しっくりするのかしないのか良く分からなくな

ってきています。ただ，具体的な提言があるわけではないので，少しご検討いただけますか位のこと

です。 

というのは，「学習に課題のある児童が参加しない，学習アドバイザーと学級担任との連携が不十

分である，素人では教え方に限界がある。くつろいだ雰囲気が，私語が多くなることにつながってし

まった。」などの意見がありますが，裏を返せば，学習アドバイザーと学級担任の連携があるべきだ

という考えであったり，私語がなくて，くつろいでない雰囲気で，ピシッとやっていることが理想だ

というようにも思えます。ただ，これまでのお話をお聞きしてますと，「学校化」という批判的な言

葉とも絡めて，必ずしも理想形ではない気がします。そうすると，この「課題等」の書き方も，若干

裏に理想が見えてくる部分ですから，工夫していただく必要があるのではないかと思います。 

 なんというか，学校の延長で７時間目や８時間目ということだと，やはり批判を受けるようになり

ますよね。なので，課題の抽出は，これでいいのだろうかということだけ指摘させていただきます。 
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青少年課長補佐 

 実際には，放課後学習室の運営委員会から出てきた意見をそのまま記入されたのではないかと思い

ます。おそらく，このような意見が出るからには，理想形があってそれがいわゆる「学校化」かもし

れません。 

松原教育長 

 まさに，これは「学校化」だね。 

門田委員長 

だから退職した元先生方が中心にいて全体を見ていただいて，それに，大学生が入ってくれるのは

すごくいいですね。子どもたちは若い先生が居るだけで楽しい学びができると思うので。お年寄りの

人ばっかりよりは，大学生に協力していただくのはとてもいいことだと思います。 

山本委員 

 子ども達の目線で言えば，自由に参加できるという部分が1つのメリットでしょうか。あまりきち

んとやり過ぎて学校の授業の延長と思われるのも大変なのかなと思います。 

門田委員長 

今は順調に実施されているということですね。さらに多くの子どもが，この事業に参加して学力を

上げるように取り組んでいっていただきたいと思います。これは達成度，方向性これでよろしいでし

ょうか。 

委員一同 

 結構です。 

門田委員長 

では，続きまして「学力向上対策」について，事務局から説明をお願いします。 

学校教育課長 

 学校教育課土居でございます。 

 学力向上対策について，報告いたします。 

先ほど西森委員さんからも，高知市の学力の状況は，深刻なのかどうかとご質問がございましたが，

私どもといたしましては，成果は確実に上がってきている，ただ全国的，相対的に言うと，まだまだ

厳しい部分もある状況との認識で報告させていただきます。 

まず，点検・評価委員からのご意見としましては，この事業は，平成20年度から４年間一つの区

切りとして，取り組んできたところですが，成果は着実に現れておるという評価をいただいています。

具体的には，学力状況調査の状況や，中学校の平均点の伸びが全国的にも高い水準にあるといったこ

とであり，さらに，高校進学率とか，児童生徒の自己肯定感とか規範意識といったところの調査結果

についても，成果に結びついているということで一定評価をしていただいているところでございます。

今後も継続的な対策が必要であり，質の高い学力向上へのアプローチに取り組んでいく必要があるの

ではないか，というご意見をいただいております。また，提言としまして，「対策の開始時期には，

言ってみればカンフル剤のような対策が重要であるが，継続的に行うためには，体質改善薬のような

対策を行うことが必要不可欠。」ということもいただいております。まさに，私どもが置かれている

のがそういう時期ではないかと思っております。第１ステージでは，ある意味即効性のある対策を講

じてきました。その成果については，一定評価をいただいているところでございますが，やはり学力

向上には，事業そのものの質を高めるといったことを含めた息の長い取組が必要だというご提言をい

ただいていると考えています。 

さらに，その中心となります「学習習慣確立プログラム」につきましては，「学習習慣の定着率の

向上が確認できる」と評価いただいておりますが，提言として「個々の学校がそれぞれの実態に応じ

た自主課題を作成・構築できるような支援体制を工夫していってほしい。」とございます。持続的に

行うということは，それぞれの学校が，一人ひとりの子どもの状況に応じた学習習慣の確立に向けた

取組を進めていくことが必要だという提言をいただいております。 
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先ほど申しました，点検・評価委員からの質の高い学力向上へのアプローチに関する提言としまし

ては，次の４点にまとめております。 

１点目，「「中学校学力向上プロジェクトチーム派遣・学力向上スーパーバイザー派遣事業・学力向

上出前研修」については，現状の状況を的確に把握し，個々の学校のニーズに応じた支援とすること。」

とございます。これまでやはり，即効性のある，画一的な既製品的な支援を行ってきたところでござ

いますが，個々の学校のニーズに応じるということが必要であるという提言をいただいています。２

点目，「中学校学習習慣確立プログラム」におきましても，こういった支援がいつまでも続くわけで

はございませんので，「実況に応じて自主課題を作成し，構築できるような支援体制を工夫すること」

が必要だという提言をいただいております。３点目に，「教員補助員等の配置」につきましては，こ

れも継続的に配置してきているところでございますので，「配置の目的や事業内容を全教職員が理解

し，配置によってどのような教育効果が上がったか等をシビアに検証すること」が必要であろうとい

う提言をいただきました。４点目の「高知チャレンジ塾運営事業」については，「本事業が学校教育

と遊離することがないよう」「教育委員会として十分なバックアップ体制をとって学校との情報の共

有化を確実にすること」という提言をいただいております。学校とチャレンジ塾のベクトルを合わせ

ながら取組を進めていく必要があり，そのための情報の共有が必要であるという提言をいただいてい

ます。 

これら４つの点への対応につきましては，まず１点目の中学校学力向上プログラム，平成21年度

から実施している事業でございますが，学力状況調査の実施も，あと一歩でというところまで続いて

おりますので，これについては，是非継続して取組を進めてまいりたいと考えております。その中で

も，各学校での自立的な学力向上対策を促す観点から，全校共通してパワーアップシートやチャレン

ジシートといったものも準備しておりますが，それに加えて，各校独自でそれぞれの子どもに応じた

教材を作り，学習習慣の確立に対応できる体制作りを支援してまいりたいと考えております。 

２点目の個々の学校のニーズに応じた支援や，学校と課題意識を共有する等につきましては，学校

改善プランを各学校で作っておりますが，これを用いた校長との面談や，教職員との面接，さらには

学力向上スーパーバイザーの派遣や，出前研修を集中的に継続的に実施することによって，学校が必

要としている具体的な支援はどういったものかを教育委員会として把握をし，効果的に実施していき

たいと考えております。 

３点目の，人的配置に関する配置の目的や業務内容を全教職員が理解し，また効果の検証を行うこ

とにつきましては，学校に対しては，配置の際の目的を明確に示すようにいたします。それぞれの学

校にはどのような課題があり，配置された人員がどのように活動していくかということをより明確に

したうえで，そうした学校に配置していく。これまでは，どちらかというと均一な配置ということを

考えておりましたが，今後は，若干弾力的な配置も検討していかなければとならないと考えておりま

す。また，配置した後は，管理主事等が訪問や聞き取りを継続することによって，実際にその人員が

どのような活動をし，効果が上がっているのか，日々検証していく必要があるだろうと考えておりま

す。現在も，報告書等は上がってきておりますが，訪問時に，実際の様子を参観したり，意見聴取を

しながら，学校での状況というものを見つめていきたいと思っております。さらに，非常に期待も大

きく，成果が挙がっていると言われている図書館に関する支援につきましては，長期の休業中の開館

日数の増加とか，貸し出し冊数等の変化を見ながら，その成果についても確認していきたいと考えて

おります。さらに，この図書館支援等につきましては，学校図書館が授業に活用されるよう，単に子

供が本を読む場所としてだけではなく，そこの資料を活用して，授業の中で，授業の内容をより高め

ていくような取組につなげていくという意味で，教員と支援員との連携といったものを促進していく

必要があるだろうと考えております。 

最後に，４点目の，厳しい家庭の子どもたちに対する学力保障対策としての高知チャレンジ塾に関

しましては，教育委員会としての十分なバックアップ体制をとるようにとの指摘をいただいておりま

す。学習支援員会を現在も行っていますが，それを継続し，また支援員のなかに学校との連絡担当者
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を位置付け，この担当者が定期的に学校と子どもの状況等を共有しながら，個々の子どもの状況に応

じた指導がなされるような仕組みも現在も進めておりますが，より充実していきたいと思っておりま

す。 

今後におきましても，いただました提言を意識しながら，学力向上という目標に近づけるようＰＤ

ＣＡをきちんと行いながら，事業を展開していきたいと考えております。 

門田委員長 

ありがとうございました。 

学力向上対策ですが，学校現場も，行政も，高知県の子ども達の学力では，将来幸せにならないと

いう危機感を持って，今取り組んでいるかと思います。我々が現役教師であった頃からいうと，本当

にいろいろな手立てや支援を学校がいただいており，本当にありがたいことだと思いますし，これが

100％成果が発揮されれば，さらに学力向上に繋がると思っています。 

ただいまの学力向上対策についての質疑がありましたらお願いします。 

松原教育長 

 今，学力向上対策は，県・市でいろんな形で，本当に精一杯の支援をしているんです。ただ，この

県からの支援は，このまま継続して行われるものではないと思います。その終わった時にどうなるか

ということを，我々は今のうちに考えておかないといけない。持続可能な学力向上対策みたいな形で，

県からの支援がなくても，学校の力で子どもの学力を高めていけるような取組をしていかないと，元

の木阿弥になってしまうと思います。そのためには，一人ひとりの教員が教育のプロとして，しっか

り子どもたちの学力を高めていくための力を付けないといけない。そのことを，これから先は大事に

していかなければならないと考えますので，学力対策の第二ステージのあり方として，教育行政の３

つの重点化の一つにプロとしての教員・学校力を据えていくという取組を発しようとしている状況で

す。いろんな形で，今精一杯のことでやっているが，毎年毎年厳しくなっていっているのは事実です。 

門田委員長 

 採用になった先生方が，プロに育っていくのは，やっぱり現場ですよね。現場で育てられていく。

だから，その現場で教師として，いろんなことを学びプロの教師になろうという意識の弱い人はどう

したらいいでしょう。 

西山委員 

 先ほど，松原教育長がおっしゃった持続性に関する，ものすごく大切な考え方が，提言の３点目，

教員補助員・支援員等の配置に関するものへの対応として記載されています。そこには，「配置の目

的や業務の内容を全教職員が理解すること」と書いていますけれど，この全教職員がどういう手立て

で理解をするのかというプロセスを決めておかないと，持続性はできません。ですので，例えを言え

ば，建物はできたがその中の使い方のルールを決めない，ということはその建物は駄目になります。

なので一つの制度ができても，それを実際に使う側の人が，充分に理解しないと使えません。そうい

うところだと思うので，全職員が理解するために，こういう手立てを行いますという検証をしないと，

経営はできないと思います。これは，決して押し付けでなくて，アウトプットとして，学校のマネー

ジメント評価として見てあげないといけないと思います。 

西森委員 

 持続可能という中で，プロの教員を育てるという話と，もう１点，キャリア教育，志教育がありま

すよね。私は結構単純な方ですから，夢とか，情熱とかがあれば，人間というのはものすごい力を発

揮できるものだと思っています。それにうまいタイミングでうまく会えるかどうかということだろう

と思います。これも，西山委員さんが言われるようにシステムの一環かもしれませんが，子どもにど

ういう仕掛けで，夢と希望を与えていけるかということ，それはもしかしたら，偶然こんな先生に出

会ったので，希望が持てましたということでもいいのですけれども，それを与え続ける教員の体制み

たいな仕掛けづくりも，持続可能的に作れていければ，エネルギーは無尽蔵にあるのではないかと思

います。 
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 それと，形式的な問題があります。学力ホショウのホショウの文字ですが，２種類使われています。

私の感覚で言えば，ホショウというのは，保障が意味として近いのかなとおもいます。もう１つ使わ

れている保証は，金融関連のものではないかなと思います。この報告書案では両方使っているようで

すね。点検・評価委員の意見の中で使われている分には，これはある程度委員がこのようにおっしゃ

っているということで，表記も優先するのか，単に誤記なのかという話なのか教えていただけません

か。 

学校教育課長 

 私どもは，ホショウは，どちらかというと保障で考えています。我々の役割，職務としてそういう

保障が必要であろうという認識で取組をしているところです。使い分けについては，深くどういう使

い分けをしているかという話はしておりませんでした。 

西森委員 

 点検・評価委員が書かれていれば，統一するのはまずいんでしょうね。 

松原教育長 

１回は，話し合いした方がいいかもしれないね。 

学校教育課長 

 確認してみます。 

門田委員長 

 持続可能な学力向上対策のあり方を模索するのは，主に学校現場であって，それを支援するのが行

政だと捉えていいですよね。 

松原教育長 

基本的には模索するのは学校でしょうね。子どもの実態に合わせてやるわけですから。だけど我々

行政としては，一定の方向性は示していかないといけない可能性はありますね。 

門田委員長 

このような支援が，突然消えるなんて信じられないですけど。徐々に，少しずつ消えていくのでは

ないのですか。 

松原委員長 

県の事業というのは，基本的には３年間でどんどん終わっていきます。その分だけ市が続けてやっ

ていかないと，持続できないという状況になってきます。だから，なかなか難しい財政状況の中です

べて継続できるわけではないようなところがあります。 

門田委員長 

それについては，支援を受けている現場の校長先生方もある程度知っていて，覚悟はしてますよね。 

山本委員 

 子どもたちのやる気を引き出すことも，もちろん必要だと思いますが，先ほど委員長も言われたよ

うに，先生の意欲を引き出すようにしていくというのが，どこかにあったら良いのかなと思います。

また，学力というのは，子どもたちの健全成長という部分を踏まえると，教育委員会のみだけでこれ

をすべて持続的に行うというのは，なかなか難しい部分もあるのではないでしょうか。例えば，地域

であるとか，いろいろな所の環境が整えば，もっと子どもたちが健全に学習に取り組める環境もでき

る背景もあると思うので，そういったところもどこかに踏まえてないと，全部が全部，学校，教育委

員会で，子どもたちの学力向上を100％するのは難しいじゃないでしょうか。 

松原教育長 

 そうですね。だからこそ学力対策の第二ステージでは，三つの重点化ということを目指しています。

我々として，この第二ステージで力を入れていくのは，中心は，学校は教育のプロ集団なんだから，

個々の先生方の力量をしっかり高めて，学校として一定の教育力を果たしていくような力を付ける必

要があるというのがあります。だけど，学校だけでは，なかなかそれは難しい。やはり子どもたちの

エネルギーを，学校教育の場でどのように子どもの発達段階の中に位置付けていくのかということで，
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志とか，やる気とか，そういう子どもの心の，志の問題も大事にしていかないといけないと考えてい

ます。これが，キャリア教育でしょう。もうひとつは，学校だけではなくて，保護者や地域の教育力

を，パートナーとして，一緒になって教育に当たっていくのだという，この３点セットで実施してい

く。そうすることで，場合によったら，いろんな事業が消えたとしても，持続可能な学力向上対策が

できていくのではないかということを考えています。 

門田委員長 

 西森委員さんの言われたように，夢と希望を与えるというのは，意図的にというか，仕組んでやら

ないとなかなか偶然には行き当たらないという話がありましたが，親の姿であったり，近所のおじち

ゃん，おばちゃん，友達のお父さん，お母さんの姿であったり，昨日の西部中学校の校長先生の話は，

教師がそのモデルにならなければならない，そうなろうという話がありましたね。 

西森委員 

 どういう形で，将来像を描いたかというと，皆さんそれぞれだと思うんですけれど，やはり，学校

の先生，親，また歴史の本などに影響されますよね。本でなくてもＴＶの大河ドラマを偶然見て，そ

こにある人の姿を見て強いインパクトを受けることもありますし，最近の子だったら，マンガを読ん

でいる中で，ものすごくかっこいいと感じるものがあって，それが夢，絵空事でなく，ひょっとした

ら自分との間の架け橋のステップさえ分かれば，そこに行けるかもしれないと思うことであったり，

そういった形で，夢を描くのかなと思うのです。問題は，間のつなぎが分からなかったりすると，別

の世界で終わってしまうんだと思うんです。決して不可能ということではないと思います。そこのと

ころを，学校で，子どもの思い，夢を単純に受け止めて，「それはこういうステップで目指せるんだ

よ。」と，すると，「大学に行かないといけないんだ。」「そうよ，大学に行かないといけないのよ。」

などという形で，少しあざといかも知れませんが，そんな形で繋いでやるシステムがあったら良いな

と思います。意欲のある先生方は，もう既になさっていることだと思うけれども，たまたまその先生

がいてできるということではなくて，全部の先生がそういうシステムを持っていると，子どもたちに

はすごくうれしいと思うんです。 

門田委員長 

 小学校であれば，日記の中から出てきたり，作文の中から出てきたりということもありますが。 

西森委員 

 その出てきた時に，「いいね，頑張りましょうね。」だけではなくて，一緒に調べてみるとか，どん

なものをみたらいいのか，そうするとこんなになれるみたいだとか示すことができるといいですよね。 

松原教育長 

やっぱり学力も含めて，子どもたちをやる気にさせること，主体はやはり子どもだから，いくら志

を持ちなさいとか，やる気になりなさいとか言ってもいけないと思います。やはり子どもたち自身が

やる気で，そのための手立てを学校教育の場で，どう組み立てていくのかというのが大事ではないか

と思います。 

西山委員 

 山本委員さんからも指摘のあった，教員の方々のやりがいと言いましょうか，それが言いかえると

プロとしての力量アップに繋がってくると思います。おそらくやりがい，楽しさというか，学校に行

って楽しいというところが核になると思います。それを実現するためには，どういうことをやってい

けばいいかということを目指して取り組んでいけば，自ずと教員として果たすべき役割というのは，

段々明らかになってくるでしょうし，役割分担の中で，だれが，どの時期に，何をやらなければいけ

ないかというものも，話し合いの場で決まっていくものではないかと思います。やはり，やりがいと

いうところが，鍵になるような気がします。 

門田委員長 

 学力対策第二ステージの説明の中で，学力の二極化への対応とあり，すごく気になりますので，こ

れに対する対応を今後やっていただきたいと思います。 
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松原教育長 

 この二極化への対応，つまりできる子とできない子への対応ということですけども，高知市の場合

は，二極化の下の方が確実に高知市立の中学校に行くという状況がある。だからこれに，きっちり対

応していかないと，中学校教育はなかなか難しくなっていくという問題があります。そこまで言わな

くても，やはり分からない子どもを分かる子どもに１ランク上に押し上げることはしていく必要があ

ると思います。 

門田委員長 

 １年生の段階から，やはり自分で机に向かって勉強する時間を確実に確保してやっていくことをし

ないといけないでしょうね。１年生からどんどん勉強が進む。平仮名をやっと覚えたと思ったら，も

うカタカナが出てきて，沢山の漢字が出てきて，漢字の送り仮名も確実に書いていかないといけない

という感じです。まとまった文章も，やっとしどろもどろようやく読みだしたのに，その中に，カタ

カナが入り，漢字が入りですよね。算数であれば，足し算，引き算がすんだと思ったら，繰り上がり

と，繰り下がりが出てくるでしょう。文章題はもちろん，ずんずん出てくるし，これはもうやっぱり

家庭学習が身に着いていない子ども，それから宿題を周りが見てやれない家庭の子どもなんかは，１

年生の段階で置いていかれるなと感じます。 

 だから１年生の担任なんかも，そこをうんと気を付けて，入学してきた時に早くも差が付いている

ので，丁寧に見てやって欲しいと思います。 

松原教育長 

 この中にも書いているが，就学前教育の充実とここにあえて書いたのは，そこなんです。小学校に

入った段階ですでに差ができている状況であれば，なかなか子どもたちがいろんな場面で学校教育に

馴染めなくて，苦労していくという問題もでてきます。そこで，就学前教育班という班を作って，班

長には就学前教育の先進国フィンランドに行ってもらい研修をしてきてもらいました。機会があれば

是非，熱い思いを聞いていただきたいところです。 

門田委員長 

 小１と，それと中１，これを本当に大事に現場の先生方にも捉えて欲しいと思います。 

松原教育長 

 小１の段階から，もう学校教育に対してアレルギーというか嫌だと感じる子どももいると聞きます。 

門田委員長 

 勉強大嫌いと言います。 

西森委員 

 足し算，引き算は，６年生位になったら大体分かるようになると思うが，分数と，小数ができない

と中学校の方程式の場面でももう１回出てきて，あそこで確実に遅れてどうしようもなくなるという

ことですよね。 

松原教育長 

 昔は，小学校１年生に上がる時に，名前が書けて，１から10までわかればいいみたいな感じでし

た。そうはいっても，実際には，入学前に準備した者は，小学校の時から理解が良くできている部類

に入ってどんどん進んでいったケースもある。名前が書ける程度の子どもの中には，小学校１年生の

時から劣等感を持って過ごさなければならない子どもになる場合もあります。 

 その辺りを，就学前教育班で相当研究してくれていると思うので，期待しています。 

門田委員長 

 それでは，学力向上対策についての委員会としての評価，達成度，方向性についてはこれでよろし

いでしょうか。 

委員一同 

 結構です。 

門田委員長 
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 ありがとうございました。それでは，続きまして，小中連携教育の推進についての説明をお願いし

ます。 

学校教育課長 

 小中連携教育の推進について，ご報告いたします。 

 小中連携教育の推進に関しましては，先ほどからの議論にもございました持続可能な学力向上対策

における，ある意味根幹をなす中身ではなかろうかと思います。小・中９年間を見据えた取組，教育

をどのように推進していくかというところで，事業を展開してまいりました。 

 点検・評価委員からの評価としましては，「中１ギャップが取り上げられている中において，小中

連携事業を推進し，一定の成果を上げている点は高く評価することができるだろう」「子どもたちを

９年間にわたって一貫して見つめることができる方策である」と評価いただいております。「事業推

進面においても，合同研修会の実施や相互乗り入れ授業の実施などは，小中一貫の推進の重要な駆動

力になる施策が順調に拡大，進化している」というように，各中学校区にそのような取組が広がって

いるということを評価いただいております。ですから，この方向で，今後も大きく展開していくとい

うことを求められていると思います。ただ，若干ですが取組が，進んでいるところと，進んでいない

ところがございます。これは，「温度差」という表現がされていますが，こういったことにつきまし

ては，さらに支援のあり方を検討していく必要があるのではないかという指摘をいただいております。 

 「改善等についての提言」におきましては，私どもが非常に重視し，重大なことと受け止めなけれ

ばいけない点としましては，教員の質向上へのアプローチの部分ではないかと考えています。先ほど

山本委員さんからも，学力向上等に対する取組の中で，教職員の意欲付けとか，質向上という部分の

ご指摘もございましたが，これまでは，どちらかというと，小中連携をしていくための基礎的な部分

は，子どもを対象とした活動を中心として行ってきたところがございます。例えば，相互乗り入れ事

業とか，研修についても，子どもの学習をどうすべきかという，子どもを中心にした活動になってい

た傾向があります。今後は，教員の質向上，力量向上という意味で，小中相互の強みを活かして，相

互に学んで，教職員が互いに高め合っていく活動が必要だというご提案については，来年度以降，十

分に意識した展開をしていかなければならないと考えているところでございます。 

 義務教育９年間の一貫した教育活動を推進するためには，やはり，小中学校の教職員が，相互に子

どもの発達段階の違いを理解したうえで，教科教育においても，９年間でどのようなことをしている

のか，小学校でどういう学習があり，そのことがどう中学校で繋がっているのか，逆に中学校の側か

ら，小学校がどのような学習をしている土台の上で今があるのかということをきちんと共通認識をす

ることで，一貫性のある教育活動をして行かなければならないのではないか。そのことが，また先ほ

ど申しましたように，取りも直さず，教員の力量アップ，資質の向上に繋がるというご指摘だと受け

止めております。 

 提言に対する具体的な対応といたしましては，現在年間３回，小中連携推進指定校連絡会を行って，

各学校が行っている取組を理解するための相互交流をしておりますが，子どもたちの学びの履歴を９

年間積み上げ，課題に応じた適切な手立てが行われるよう，個人カルテ，「学びの歩み」などの提案

等を通して，小中連携のさらなる推進を支援してまいりたいと考えております。さらに，小中連携の

取組の中で，小学校と中学校が組織的に協力し，指導する体制が構築されることで，先ほど中１ギャ

ップということを申しましたが，小学校６年間の中では，10歳の壁ということが大きく今クローズ

アップされているところでございますので，ここをどう乗り越えるのかということが，中学校の学力

向上に間違いなく繋がっていく，そのようなことを小中共に考えていく必要があるのではないかと考

えております。その意味でも，先ほどの個人カルテというのは，大きな役割を果たすのではないかと

考えております。 

 さらに，このような対応を通じて期待される効果としましては，地域の行事への参加やボランティ

ア活動，長期休業中の補習を小中合同で行うなど，これまでどちらかといえば，小学校は小学校，中

学校は中学校の文化があり，別々の活動をしてきたものが，小学校，中学校そして地域が一つの塊と
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なって取組を進めていくことで，子ども達が地域の中で，子どもと地域のつながりがより強まると考

えられます。そして，そのことが学力向上や子ども達の豊かな成長に間違いなく繋がっていくのでは

ないかと考えております。 

 小中連携につきましては，さらに一歩進んで小中一貫校といったことも，近い将来，高知市では実

現していくことになりますので，現行の行事的な内容に止まらず，教職員の資質向上にも繋がるよう

な，どのような教育課程を組むのかというようなことも含めた取組に向けて，今後進化していく必要

あるだろうと考えております。 

門田委員長 

 小中連携教育の推進についての説明でしたが，意見がありましたらお願いします。 

西山委員 

 個人カルテは，紙ベースですか，それともデジタルべースですか。 

学校教育課長 

 紙ベースです。 

西山委員 

 今後は，デジタルベースで保管して，さらに，学びの成果を高めていくために管理，活用していく

考えはないですか。 

学校教育課長 

 現時点では，事務局が雛型的なものを作っておりまして，それが結構項目が多いこともございます

ので，いろいろアレンジしながら，各学校が使っているのが現状でございます。いまのところは，加

筆しながら紙ベースとして使用していますが，このカルテに限らず，全体的な学校現場で使われてい

る書類のデジタル化ということも大きな懸案事項としてございますので，それと併せて検討していか

なければならないと思います。当面は，このカルテにつきましては，紙ベースでの取組になるのでは

ないかと考えております。 

西山委員 

 そこで，いま一度，検証と点検をしておきたいですが，目的は何かというところを，しっかり確認

を取っていただけたらと思います。でないと，人によっては，単に記録を付けていくだけでいいと思

われると，ここやりました，あれやりましただけでは分からないですよね。ここのこういうところが

分からないので，ここをこういう手立てをしました，という書き方をして初めて工夫というのが，そ

の中に見えるので，その点をよろしくお願いします。 

松原教育長 

 やはり，カルテと言えば，処方箋がないと意味がないでしょう。デジタル化は絶対に進めなければ

いけない課題だと思います。いつまでも紙ベースというわけにもいかないですね。 

西森委員 

 そのことと関連する話ですが，私もやはり処方箋は必要だと思っています。別の観点から言うと，

この情報はどこに位置付けられるのかという話で，いわゆる情報公開の対象になり得るのかどうかと

いうこともあります。それと，自分の子どもの情報を見たいとなった時に，そういった母親からの要

請に対応が必要な可能性があると思うのです。 

松原教育長 

 これはおそらく，そういうものが確実に整備された時には，母親との個人面談では，自分の子ども

の情報は出さなければいけないでしょう。 

西森委員 

 そうですよね。そういう意味では見られることが前提ですね。もう一つ，取組が進まない理由は何

ですかということもお聞きしたいところです。要するに，このシステムにマイナス面が想定されるの

かどうかですよね。小中連携というのはいいことだ。９年間子どもを見てもらえることなんだなと，

積極的に理解しています。しかしながら，裏を返せば子どもの悪い情報がそのまま持ち上がっていく
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んだ，１度貼られたレッテルは剥がれないのだと誤解する子どもさんや親御さんもいるだろうと思い

ます。まさに書かれている内容が，「これができませんでした。授業は荒らしがち，席を立った。」と

いったことだったら，やはり全部持ち上がっているんだと考えられてしまって，それこそ中学校転校

でもして環境を変えようと思う可能性があるのではないでしょうか。そこに，「こういう面があった

ね。こう取り組んできています。」と書かれていて，性格についてまでしっかり検討されているとい

うような，よく見てもらっているという信頼感ができるものであれば，それこそ堂々と開示できるし，

役にも立つものになるんだと思います。という意味で，西山委員さんと，教育長のお話に絡んで１点

です。それからもう１点は，実際，指定校事業というのは平成22年から定められているんですよね。

ところが，すべての指定校のうち合同研修会開催は75％で，カルテ導入は76％とのことですが，と

なると残りの 25％は何をしているのかということになります。もしかして，そこにデメリットを解

明する鍵というのか，足踏みする理由が潜んでいるのであればお聞きしたいです。 

松原教育長 

 理由はあるんです。小中連携の日を作ったのは平成11年だったでしょうか。全国でいち早く事業

を開始しました。ところが，実際の問題として小中連携は，総論賛成，各論賛成までは進むのですが，

実施困難との反応があります。つまり，理屈では分かるが，なかなか実行できない。その理由として

は，従来の小学校，中学校という校種の壁です。それぞれに固有の学校文化があって，意外と不可侵

の関係なのです。小学校から言われたくないとか，中学校から言われたくないとかいう学校文化があ

ります。だからその文化を壊して一つの学校みたいな形で，義務教育９か年で継続して取り組もうと

することは，理屈ではいいことですし理解も得られるが，実施はなかなか難しいのです。 

門田委員長 

 難しいと思います。小学校から中学校に上げる時に資料として中学校に送るが，その時に小学校側

では，ここまでしか力を付けてないまま中学校に送るのは，ほんとに申し訳ないという思いはありま

す。その一方で，ここまで苦労して小学校の先生が関わり切って成績も上げた。満足するところまで

はいってないかもしれないけれども上がった。そして不登校になりかけていた子どもを，完全に学校

に戻した。そして，心配だけれども中学校に送ったら，途端に，本格的な不登校になったという子も

おります。お互いに，縄張り根性ではないけれども，小学校側はこれほど頑張ったのに中学校で駄目

にしたとか，中学校側は，小学校でもっとしっかり力を付けてこないので，中学校で駄目になったと

かいう，お互い張り合う気持ちが確かにありました。 

松原教育長 

 だから，その発想を変えないとなかなか難しい。要は，小学校とか中学校とかいう形で，子どもを

私物化せずに，９か年の枠組みの中で子どもを育てていくという考え方に立たないとこの理論は，実

践までなかなか難しい。なので，いろいろな事業を実施するが，どうしても行政主導型になってしま

います。例えば，中学校の先生が，小学校に行って英語活動で英語を教えるといっても，行政主導で

行かざるをえない。そんなふうに先生方の頭も柔軟にして，発想を変えて，子どもを私物化しない。

要は，９か年で，義務教育をやっているんだという発想にすることです。 

山本委員 

 確かに，その辺りの意識を変えていかないと前に進まないですよね。 

松原教育長 

 我々が繰り返し伝えているのは，今の中学校の学力問題は，中学校だけの問題かということです。

これは小学校時代からの分からないことの積み重ねによって，今の中学校の現実があるのではないか

ということです。だんだんに小学校の先生方も，まずは何とか動かないといけないという意識に変わ

りつつあるのは間違いないです。教育を９か年で考えるという発想が，大事ではないでしょうか。 

西森委員 

 もう１点。学力向上には，県も市も取り組んでいて，この問題については非常によく広報されてい

て，市民，県民の意識に根付いていますよね。ところが，小中連携教育が進んでいるというのは，あ
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まり広報されていないのではないですか。 

松原教育長 

 我々としては，学力向上対策の一環として，小・中の連携は必要ではないかという考え方をしてい

ますので，それで学力向上対策の裏に隠れているような感じはしますね。 

学校教育課長 

 学力向上という大きな施策の中に，先ほど申し上げたように，一つの大きな柱として，小中連携の

取組というものは，あるし，あるべきだろうと考えております。 

西森委員 

 もっと大きく謳うことで，市民からの小中連携への注目度を上げ，保護者が現状に異議を唱えるよ

うになれば，先生方も意識を変えざるをえないのではないでしょうか。 

学校教育課長 

 これまでの説明ですと，小中連携の動きが止まっていると取られたかもしれません。この小中連携

の取組の１番の成果は，定量的にお示ししにくいので，ここに書きにくいところがありますが，先ほ

ど教育長から指摘のあった，それぞれの意識が変わるという部分で言えば，この取組を続けてきた成

果として，もっとも大きいものではないかと考えております。合同研修会が 75％とございますが，

実は小中合同でなんらかの会をすべての学校で行っています。その中で，一つのテーマについて小中

で絞って研修会まで漕ぎつけられたのが 75％ということでございます。そういう取組ができるよう

になってきている。それからカルテにしても 76％まで向上していますので，さらに広がっていくだ

ろうし，そのように垣根がだんだん低くなり，スムーズな流れができているということが，この事業

の最も大きな成果と言えるのではないかと考えております。 

 なぜこのように考えるかと申しますと，例えば学校教育課に対するそういった連携に関する会への

依頼やオファー，また研究の支援の中身がより具体的なものになってきており，小と中が同じテーブ

ルに付かないとできないような議論に関する支援の依頼がずいぶん増えてきておりますので，そうい

った中では，この事業を継続していることの成果はあるのではないかと思っています。 

西山委員 

 これは，イメージでのお話ですが，電子黒板の活用とか，いろいろな新しい教材の提供の仕方とい

うのが注目されています。特に子どもさんの習熟度別の段階では，それぞれ全部先生が付いているの

は無理なので，Ａさんはこれにつまづいているんだったら，この問題をやってみようという問題を放

り込んでくれるｅラーニングの仕組みもぜひ参考にされたらどうかなと思います。実際のところ，私

もiPadを持っていますが，とても便利で，重宝してます。情報量もかなり沢山入るし，それと，今

までできなかったことが，比較的簡単にできます。今までだと，自動車に例えると，ものすごく大き

なバスでないといけないという考え方だったが，何のことはない軽四というか，小さな車で簡単にで

きるという位，軽くなっているし，費用も安くもなっています。 

松原教育長 

 カルテを作ったら，その部分まで，つまり個別化まで進まないと意味がないでしょう。そして，個

別化に先生がすべて対応しようと思っても，絶対にできません。話としては分かっても，それこそ実

施困難になります。だから，パソコンを使ったり，ソフトが沢山でていますので，そういうものを使

ってやっていかないと，なかなか難しいでしょうね。 

西山委員 

 まさに，そのつまづいたところを，科学的に分析しておいて，１番適切な教材をＡ君に，Ｂ君に，

Ｃ君にという形でいかないと，なかなか大変じゃないでしょうか。 

学校教育課長 

 ｅラーニングは，中学校のところで利用されています。それぞれの補習の時間など，そこへ子ども

達が行って，自ら活動できるとかいった取組が行われているところがございます。 
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門田委員長 

 小中連携しながら，勉強が段々遅れて，しんどくなっていく子どもというのは，生活面でも問題が

出てきたり，いろんな問題が出てきて，ついつい友達とも疎遠になったり，先生ともいい関係が築け

なかったりということがあります。勉強ができなくても，素晴らしいところがあるので，教師として，

その子を見る目が大切ですよね。昔の先生は，勉強ができない子はもういかんというような目で見て

たところがあったので，そうじゃない，勉強の進み具合が遅々たるものであっても，一生懸命取り組

んで，頑張っているところが素晴らしいんだということ，その関わりが大切と思います。これだけや

っても分からなかったらもういいか，と諦めることがないよう，自分の反省も含めて，最後まで子ど

もにはしっかりと関わっていただきたいですね。小学校も，中学校も関係ないですので，小中連携の

方も深めていっていただきたいと思います。 

 それでは，評価はこれでよろしいでしょうか。 

松原教育長 

 小・中連携については，なかなか先が見えないようなことも言いましたが，そうはいっても実際の

高知市の取組は，全国でもトップレベルだと思います。事務局，どうですか。 

学校教育課長 

 そうです。 

松原教育長 

 実際に，中学校の先生が，小学校に行って英語活動を行ったりするようなことは，なかなか難しい

ことです。小中連携の日を作って取り組んでいるとか，ここに書いてあるような取組などは，もうず

いぶん以前から行っていますから。小中連携についていえば，全国レベルの評価としては，トップレ

ベルであると思います。 

学校教育課長 

 実際に，小中連携の会に何度か，講師をしております班長がおりますので，少しご説明をいたしま

す。 

学校教育課就学前教育班長 

 この頃の情報共有は大変なものとなっております。こちらが，そこまで出してもいいですかという

くらいな情報を提供しあっております。例えば，小学校が３つあって，そのデータをすべて中学校で

も見てもらっている。「でもそれだと小学校Ａ，Ｂ，Ｃを比べることになりますけど。」と言ったら，

「そんな見方をする教員は誰もいない。」と言われます。中学校にどう繋げていくか，二極化をどう

防いでいくかを知ってもらうため取組をしてもらうために情報を出していく，そして，手立てを共に

考えていくし，手立てを繋いでいきたいというところが多くなってきています。 

門田委員長 

 そういう学校が100％になってほしいですね。昔は，人権教育を中心にしながら，小中連携の話し

合いをして，その中で学力問題も大いに話し合われたという歴史もありますので，そういう高知市の

歴史も大事にしていくことも必要でしょう。 

 それでは，この件については他にありませんか。 

門田委員長 

 ないようですので，取組３，教職員研修体系の再構築について説明をお願いします。 

教育研究所長 

 教育研究所の多田でございます。 

 先ほどからの学力向上の中にも話が出てきておりますが，教育のプロとしての力量アップを目指す

ために，教職員研修が大変重要になってくると考えております。 

 点検・評価委員からは，３つの点で評価をいただきました。１点目は，「高知市が進めようとして

いる教職員研修体系の再構築は，その方針は高く評価できる」，２点目は，「外部評価を適切に受ける」

「教育委員会他課との話し合いを持って研修の課題設定をしていくことは重要である」，３点目とし
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て，「教職員のキャリアステージに応じた人材育成，学校組織を高めるためのマネージメント力の育

成の２つの目標の設定も適切である」ということで，この３点について一定評価をいただいたところ

でございます。 

 そして，提言といたしましては，２点いただいております。１点目は，「個々の指導力の向上が学

校全体の教育力の向上に繋がってこそ研修の意義がある」ということで，教職員個々が，課題意識を

持つこと，また研修実施後のアンケート評価を実施してることは，一定評価していかなければならな

いが，それに左右されてぶれることがないようにしていくことが重要ではないかということ。さらに，

身に付けた事柄について実践でフィードバックできることが大事であり，それを持ち帰って学校の中

で活かしていくこと，また管理職が，その研修の中身を学校改善に活かしていくことが大事ではない

かという提言をいただきました。 

 それに対しての対応でございますが，研修に対する受講者アンケートへのご提言は，重要に考えて

いきたいと考えておりますが，一方で，中核市としてやるべきことはやっていかなければということ

で，研修の企画につきましては，外部評価なども入れながら適切に考えていきたいと考えております。

さらに，受講者の研修効果につきましては，研修に対して主体的に取り組む意識を高めることを，ま

ず考えてまいります。そのためにも，希望研修なども行ったらいいのではないかということも考えて

おります。 

 ２点目の提言といたしまして，教職員一人一人の課題解決についてというところでいただいており

ます。研修の質，参加体制というのが，教員の個々に任されているのではないか，そこで差異が付い

てしまうのではないかというところで，意見をいただきました。そのためにも，学校に運営委員会が

ございますけれど，バリエーション豊かな研修を提供していくことも求められるのではないか，また

ワンショット型の研修で終わってはいけないのではないか，終わらせずに研修で学んだことを勤務校

で実践していくというところも，研修会そのもので仕組んでいく必要があるのではないかという意見

もいただきました。さらに，教員の職能成長というところで，学習者，受講者が，主体的に自身の学

習のニーズであるとか，経験であるとかをふまえて受講していくといったところを考えて，研修を企

画していかなければならないということを提起いただきました。より意欲的な研修体系を構築，進め

ていっていただきたいというご意見をいただきました。 

 そこで，教育研修所といたしましても，主体的に取り組むことができるようにということで，その

研修のあり方について，例えばワークショップ形式で実施するなど，形式そのものも考えたり，ある

いは受講にあたって，授業ではありませんけれども，この研修での目的，あなたはこの研修で何を掴

み取っていきたいですかといったところも，受講者に提起しながら，主体的に受けてもらう方法を考

えております。研修を学校の中でどう生かしていくか，ＯＪＴというところも非常に大事になってい

きますので，研修と校内研修とを連動的に繋げていくということを考えながら，また，高知市独自で

行っている出前研修，学校へ出向いて行っての研修というところも，学校をサポートするために行っ

ていきたいと考えております。 

門田委員長 

 教職員研修体系の再構築というところで説明がありましたが，ご意見ありましたらお願いします。 

 研修所で出している冊子をいつも送っていただいて楽しく読ませていただいています。その中でも

特に新採の方で研修に参加された方の感想は，本当に感動します。この人は子どもや学校にも愛情を

持って，これから教師として頑張ろうという思いが一杯あるんだ。そういう先生方が，職場に帰った

時に，そういう気持ちがしぼまないように，これから伸びようとする先生方を中心にしながら，学校

の研修体制が充実していくといいがと，冊子のコメントを見させていただきながら思っています。教

育研究所の研修は若い先生には本当に役に立っていると感じていました。 

西山委員 

 いわゆる，教科の内容を習得して教える技術ももちろん必要ですが，やはり一般的に言われるコミ

ュニケーション能力が重要ではないかと思います。そのためにも，研修を受ける方のビジョンという
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か，どうありたいのかというところを聞いてあげる，それが非常に稚拙なビジョンでも，そのビジョ

ンに基づいて，とにかくやってみましょうと，前に進んでいく研修体制であるかどうか，そのような

ところを検証していただければと思います。 

松原教育長 

 今言われたような，人間としてのコミュニケーション能力，それを新採から，例えば５年次までの

間にそういった研修をするといった機会は本市ではあるんですか。 

教育研究所長 

子どもに対しての声かけ，また保護者対応とかいったものがありますので，初任者研修の中から，

キャリアステージに応じて，適当なところで，そのようなものを入れていくことにしております。 

松原委員長 

 世間一般で，先生の常識は社会の非常識などと言われるケースもあるが，コミュニケーション能力

というようなもの，これは実はすごく大きな問題でしょう。そういうものは，例えば初任者研修に入

れているのですか。 

教育研究所長 

 初任者研修では，まずは，児童・生徒を理解するようなものを行っております。 

 それから，10年次研修の中では，地域の方にも入っていただいて，先生だから非常識と言われな

いように，地域からはどんなことが求められているかというようなことを，ディスカッション形式で

講座を持つこと等もしております。 

松原教育長 

 そのような総合的な社会性を培うためには，企業研修等は方法の一つでしょう。 

教育研究所長 

 一般の方等から学ばせていただくというような講座は，来年度も続けていきたいと考えております。

大学の先生からだけではなくて，社会から求められるというところも考えて，検討していくつもりで

ございます。 

山本委員 

 私の意見も，先ほどの意見と大分重なりますが，教える技術の部分はこの研修の中でそれぞれ構築

されていて，先生方も早期に取得できる形ができていると思います。その一方で，数字で見えないと

か，目に見えない，評価できない部分の子どもの良さとか言う部分や，先程のコミュニケーション能

力といいますか，そういったところの研修もされているところもあると思います。そこで，それを実

践するところはどこなんですかと聞いた場合に，せっかく研修を受けてもそれを自分で活かす場がな

いと，先生自体が実践していかないと，いくら頭で分かっていても，保護者，地域の方と会った場合

に，どういうコミュニケーションをしたらいいのかといったことも結構求められる部分もあります。

よく学校の先生方が地域に出てこない，管理職の先生しか会わないという声がありますので，そうい

ったことを研修で受けたのならば，それを活かすためにも積極的にそういった関わりができて，それ

を自分で検証していくという部分を作っていけるようにするのも必要ではないかと思いますので，検

討をお願いしたいと思います。 

門田委員長 

 本当に，教師というのは，その人，そのものなんです。その人の生きてきたすべてであって，その

人の生き方のすべてであります。例えば，異動の発表があって，まず校長室へ行きます。そこで話を

しても人それぞれありますし，初日に子どもと教室で対面した時の表情であったり，声のトーンであ

ったり，着ている服装であったり，仕草であったりで，そんなところにも子どもの視線が集まってい

くし，１回目の参観日で保護者の目も集中します。そんなふうにいろんなところを見られて評価され，

家庭訪問に行きますと，そこでの会話の中で，失敗してしまうという先生もいます。それは，教えら

れて会話できるものではなくて，その人が生きてきて，学習もしっかりとしてきて，人との関わりも

してきて出てくるその人そのものなので，よりよく生きてないと，子どもの前に恥ずかしくて立てな
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いというところも，時々感じましたね。だから，朝出がけに気分が悪くて，無理して行っても子ども

に笑顔が向けられないとか，心配事があって何か表情が暗いとか，もうそのものが出るんですよ。教

室に入ったら切り替えたらいいとも思いますが，やはり心が付いてきますので。 

松原教育長 

 どういう職種でも言えるかもしれないが，初めの採用から５年くらいの熱いうちに，言い方は悪い

かもしれないが，どう叩き込むかというのが本当に大事ではないか，企業でもそうじゃないでしょう

か。そして，学んだことを，書類上で学んだだけではなくて，それを１つや２つは必ず実践をすると

いう習慣をつけていかないといけない。そのためには，やはり校長が，学んだことをしっかり把握し，

それに関して何かやらせるとかいうようなことをしていかないといけないのかなと思う。点検・評価

委員の言うとおりだと思います。 

門田委員長 

 そうですね。それが活かされるということ。基本の上に立って，さらにレベルの高いものが活かさ

れるということですね。 

西森委員 

学校現場にいないものだから言いやすいのだと思いますが，やはり核になる，お手本になる先生が

現場にいるということが，一番大事ではないかという気がします。若い時に，ああなりたいという，

保護者ともうまくやる，子どももよく見てる，授業見たら惚れ惚れするという，そういう先生を見て

感動すれば，あとは放っておいても転がると思います。元々資質のある方が先生になっているから。 

研修に関しても，分析したら必要なことはたくさんあると思います。携わっている学業そのものが，

日々進歩しているから，それに関する取得と，授業を実践する授業能力であるとか，もっと動きのあ

る組織運営に関することとか，コミュニケーション能力とか，心理学とかも勉強していかないと，昨

今子どもさんを取り巻く状況が難しくなっていると思います。学びたいことはたくさんあるのでしょ

うけど，それを座学で実施して反映させて，すべての先生のニーズに合わせて行うというのは，本当

に難しいと思います。これまでの細かい議論を壊すようですが，やはりこの人を見よと，いう人がい

るのが一番いいと思います。では，誰の評価によって，その見本となる人を示していくのかという話

になろうかと思います。どの先生も素晴らしいとこがあるでしょうが，そうは言ってもみんなが一応

合格点をつける先生は，やはりいると思います。そこは，教育委員長と教育長さんにでも，この方に

決めると言っていただいて，それで多少異論が出ても，この人は間違いない，素晴らしいと思う方い

らっしゃると思いますけどいかがでしょうか。 

門田委員長 

 なかなか，そんなパーフェクトな教師はいませんよね。 

西森委員 

 そういう人をお手本に据えていくのが，学校の，特に若い先生が伸びる上ではいいのではと思いま

す。 

松原教育長 

 教師丸ごとがお手本になるケースはない可能性はあるが，ある部分について，この先生すごいなと

いう部分，それはあるでしょうね。 

西森委員 

 なんでも揃っていて，なんでもできてしまう先生おいでませんか。 

松原教育長 

 そういうスーパーバイザーを各学校に構えるという取組をしようとしたことはあります。だけど，

うまくいかなかった。教育委員会から見た時には，スーパーバイザーかもしれないが，同僚からの評

価が違っていたりするんです。 

西森委員 

 衆目一致するという人は，なかなかいないんですね。 
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西山委員 

 もう１点ですが，研修のゴールが，自分たちが作っていく未来像というところに繋がっていかない

といけないのではないでしょうか。研修を受けて学んだということで終わるのではなくて，次なるス

テップは自分が作らなければならないとなると，次に何をやらなければいけないというのも，自ずと

分かってくるでしょうし，それがひいては，コミュニケーション力の向上になるでしょうし，人間力

に繋がって行くのかもしれません。 

松原教育長 

 今実施しようとしている人事評価が，そういう狙いがあるのではなかったですか。 

学校教育課長 

 育成型の人事評価のことでしょうか。 

松原教育長 

 そう，育成型の人事評価。 

門田委員長 

 小学校の先生方は自分のクラスを持って，ほとんどの教科を自分一人で指導していきます。私自身

が，スーパーバイザーとして学校に入った時に感じたのですけど，いつでも授業を見てもらってもい

いですよという雰囲気，授業はいつも見られるという覚悟で，毎日毎日授業ができていて，自分の授

業はいつでも見られて構わないという学校全体の雰囲気ができているとすごく良いです。 

 実は校長の時には，授業を見て回りたかったけれど，遠慮してしまって。教室の中まで入って，１

時間しっかり見るというのは，校内研究の時だけでしたので，残念だったと思ってます。スーパーバ

イザーとして学校に行くと，全部の教室が見られるのだという覚悟ができていますので，先生方はそ

れなりに準備もしていますし，子どももよく動かしているし，授業をいつも見られているという雰囲

気を作るのはすごくいいなと思います。だから，授業がなくて空いている先生は，うろうろ授業を見

て回ったらいいと思います。 

松原教育長 

 見られると力量が上がっていきますよ。教員というのは，長年見られてこなかったですから。子ど

もと教師との関係だけという閉鎖的な社会の中で授業を行っていましたので。 

門田委員長 

 見てみると，気付かなかったこと，例えば掲示物がどうとか，下にごみが落ちているとか，上履き

が散らばっているとか，ちょっとしたアドバイスもできます。学級王国になってしまうと見えなくな

るので，ぜひ，授業は見てもらうものだという雰囲気を作ってもらいたいです。 

松原教育長 

 大事なことです。 

門田委員長 

 他には，このことについては，ご意見ございませんか。 

松原教育長 

 研修については，ご存じだとは思いますが，高知市は中核市ですから，高知市の責任で高知市立学

校の先生方の研修を全部実施しています。だから先生の力量が劣っているというようなことを言うの

は，自分に唾をかけるようなものです。高知市の先生方は，高知市が育成していかなければならない

ということがありますから，他の市町村とはずいぶん考え方が違うところがあります。 

門田委員長 

 そういう意味もあって，高知市の教育研究所はすごく充実していると，私も感じています。 

 この件に関して，他にご意見ございませんか。 

 では，これで質疑を終了します。 

 この件につきましては，11月28日定例会で継続審議ということとなります。 
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教育政策課長 

 今日，いただきましたご意見をもとに各課が修正をいたしまして，改めて案を作り見ていただくこ

ととなります。 

門田委員長 

 それでは，次回11月28日の定例会で再度審議いたしますので，事務局の皆さんよろしくお願いし

ます。 

 以上で，本日の議事日程はすべて終了しました。これで教育委員会は閉会いたします。 

 

 

閉会 午前11時15分 
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